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► 福井青色申告会第 61 回定期総会等について 

福井青色申告会第 61回定期総会を感染防止対策を講じて下記のとおり開催します。 

代議員の方々には、ご多忙のこととは存じますが、年に一度の重要な総会であります

ので万障お繰り合わせのうえご出席の程お願い申し上げます。 

開催日時  令和４年５月 25 日 (水)  １３時３０分 
      開催場所  福井商工会議所ビル地下 国際ホール 

また、青年部の総会について、下記のとおり開催します。 
青 年 部  日 時  令和４年５月 25 日（水）19 時 00 分 

            場 所  福井商工会議所ビル２階 D 会議室 

► 令和４年度会費についてお願い 

令和４年度会費につきまして、会則第７条に基づき、年額１２,０００円を納入方お願い

申し上げます。 
     なお、口座振替を利用されている方につきましては、５月２５日（水）にご指定の金融

機関からの振替納入手続をさせていただきます。  
      また、口座振替を利用されていない方につきましては、後日、支部長・班長さんを通

じて納入していただくか、本会への振込にて納入方お願い申し上げます。 
     （既納の会費は会則第７条３に基づき返金出来ないこととなっております。） 

► 全青色共済保険（６月保障開始）募集のご案内 

申込締切日  2022 年５月１６日（月） 
     加入資格   【基本コース】年齢１４歳６カ月超６０歳６カ月以下の方 

    （新規加入の方）【ゆとりコース】年齢６０歳６カ月超７０歳６カ月以下の方 

    掛金が割安で、事業上の必要経費に算入できます。（傷害特約を除く） 

                  ～ 詳しくは事務局までお問い合わせください。～ 
► 確定申告後のご注意ポイント 

○ 振替納税の方の口座引落し日は  所得税 ４月２１日（木） 
消費税 ４月２６日（火）です。 

納税額の準備と口座確認にご注意ください。 
※申告・納付期限の延長に伴う振替日は変更になります。 

○ 所得税や消費税を過大・過少に申告したり、税務署から問い合せがありましたら事 
務局にご連絡ください。手続き等をサポートいたします。 
○ 会計ソフト｢ブルーリターン A｣を利用の方は、決算書・申告書・総勘定元帳等を必ず 

印刷し、ﾒｲﾝﾒﾆｭｰ画面で、｢翌年への繰越｣をしてから2022年の入力を行ってください。 
なお、ご自宅で印刷が困難な方は、事務局で印刷のサポート（有料）をいたします 

のでお申し出ください。 
★料金 100 枚までは、一律２，２００円（消費税込） 

100 枚を超える場合は、一枚 5 円増しとなります。 
 



► 福井県中小企業者等事業継続支援金（令和４年１月～４月期分）のお知らせ！ 
  令和４年１月から４月までの何れか１月の売上が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

により３年前､２年前または前年の同じ月と比べ 30％以上減少していること 

月売上が、７０％以上減少している場合        １事業者あたり３０万円 

月売上が、５０％以上７０％未満で減少している場合  １事業者あたり２０万円 

月売上が、３０％以上５０％未満で減少している場合  １事業者あたり１０万円 

★受付期間 令和４年６月３０日（木）まで 

★受付方法 ※ 郵送による申請の場合 

     申請書類を下記の宛先に「簡易書留など郵便物の追跡ができる方法」で郵送 
       持参による申請は受け付けていません。令和４年６月３０日(木)の消印有効 

       
 
 
 
        ※ オンライン申請の場合 
        「福井県中小企業者等事業継続支援金（令和４年１月～３月期分）」のホーム

ページの申請フォームから入力してください 

   ★申請に必要な書類の入手方法 
        （１）「福井県中小企業者等事業継続支援金（令和４年１月～４月期分）」の

ホームページからダウンロード 
        （２）県内各市町、商工会、商工会議所、商工会連合会の窓口 

          福井県事業継続支援金コールセンター 0776-50-6458 

► 事業復活支援金のお知らせ！ 
   ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者 
   ・2021 年 11 月～2022 年 3 月のいずれかの月（対象月）の売上高が、 
    2018 年 11 月～2021 年 3 月の間の任意の同じ月（基準月）の売上高と比較して 
    50％以上減少した事業者         50 万円（給付上限額） 

30％以上 50％未満減少した事業者    30 万円（給付上限額） 

申請期間 令和４年５月 31 日（火）まで 
 
  月次支援金、一時支援金を貰っている方は、事前確認は必要ありませんので事業復活支援金

のホームページから申請してください。 
 貰っていない方は同ホームページから申請 ID を発番していただき、事前確認に必要な書類

を準備して青色申告会の事務局（登録確認機関）で確認を受けてください。（福井青色申告会の

事前確認は、５月 20 日（金）まで。事前確認の予約を受け付けております。） 
 なお、申請は事業者ご自身が、事業復活支援金のホームページから行うことになります。 
 ※詳しくは事務局までお問い合わせください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

お 問 合 せ 先 

福井市西木田２-８-１ 福井商工会議所ビル３階 

福井青色申告会 事務局 TEL(33)1670／FAX(33)1671 

http://fukuiaoiro.com 
 

 
 

 

宛先 〒910-9691 福井中央郵便局留め 
    福井県 中小企業者等事業継続支援金申請事務局 宛て 

http://fukuiaoiro.com/

